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宮田村むらづくり基本条例

宮田村第5次総合計画 （計画期間:平成23年度～平成32年度）

区域の景観の形成
・地域区分
・きめ細かい地区設定
・営農による景観形成

景観構成要素の誘導
・行為の制限
・景観形成基準
・景観重要建造物・樹木
・屋外広告物
・公共施設

効果的な運用
・組織・体制
・計画の深化

２・3章

6章-3

4章

5章

6章

7章

・土地利用計画
・都市計画マスタープラン
・まち·ひと·しごと創生総合戦略
・農業振興計画
・森林整備計画　　　　など

・環境保全条例
・水道水源保護条例　　など

・長野県景観育成計画
・長野県屋外広告物条例
・各種ガイドライン　　など

1
章

　
　景
観
計
画
の
目
標

宮田村景観計画 宮田村各種計画・条例

長野県・国の制度など

宮田村景観条例

景観法 一体的な運用
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⑤田園区域
④町・市街地区域

③工場団地区域

②レクリエーション・観光・生産区域

①山岳・森林区域

⑥-１ 国道 153 号沿道

⑥-２ 広域農道沿道

1000m0 500m

⑦-４ 北割

⑦-３ 田中道

⑦-２ 宮田宿

⑦-１ 中越

⑦歴史保全区域

サブ区域 ⑥景観体験軸・沿道区域

基本区域 ①山岳・森林区域
②レクリエーション・観光
　・生産区域

⑤田園区域

③工場団地区域

④町・市街地区域

図では区域は河川を堺として示しているが、景観計画上の外周は行政区堺とする。

基本区域

①山岳・森林区域 宮田村の西部の山岳、森林の区域 ②の北側＋農振地域区域界＋水道水源保護地域

②レクリエーション・観
光・生産区域

西山山麓観光レクリエーションゾーン、土地利用
構想図・工業系地域

ふれあい広場＋土地利用構想図・工業系区域＋黒川＋太田切川

③工場団地区域 松の原工場団地、土地利用構想図・工業系地域 同左。ただし現状では過半に工場が立地していない村道より北側の部分は除く。

④町・市街地区域
都市計画用途地域＋町３区の土地利用構想図・住
居系地域

同左。ただしサブ区域の田中道区域東側は除く。

⑤田園区域 上記①〜④以外 同左

サブ区域

⑥景観体験軸・沿道区域
⑥−１国道 153 号沿道区域
⑥−２広域農道沿道区域

村内の各道路の道路端から両側それぞれ幅 30mの区域

⑦歴史保全区域
⑦−１中越区域　　⑦−２宮田宿区域
⑦−３田中道区域　⑦−４北割区域

地形図の分析から抽出された、道と土地利用が約百年間変化していない区域を
核として、現状の景観的まとまりから設定した区域で、具体的には 6ページの
図に示す通り。
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対象行為 届出対象規模

建築物の建築等 (1) 新築、増築、改築 又は移転 ・	床面積の合計が 10 平方メートルを超えるもの	
(2) 外観の変更、修繕、模様替え又は色彩の変更   ・	変更に係る面積が 50 平方メートルを超えるもの	

工作物の建設等 (3) プラント類、自動車車庫、貯蔵施設類、処

理施設類等 

・	高さ 5メートルを超えるもの。又は築造面積 20 平方メートル超える
もの

(4) 電気供給施設・通信等施設 ・	高さ 8メートルを超えるもの　
(5) 太陽光発電設備等 ・	発電容量が 10 キロワットを超えるもの。又は面積 100 平方メートル

を超えるもの
(6) その他の工作物 ・	長さ 10 メートル以上かつ高さ 1.5 メートル以上	。又は高さ 5メート

ルを超えるもの。
(7) 土石の採取又は鉱物の掘採 ・	面積 300 平方メートルを超えるもの。又は生じる法面・擁壁の高さ 1.5

メートルを超えるもの
(8) 土地の形質の変更 ・	面積 300 平方メートルを超えるもの。又は生じる法面・擁壁の高さ 1.5

メートルを超えるもの
(9) 屋外における物件の堆積 ・	堆積の高さ 3メートルを超えるもの。又は面積 100 平方メートルを

超えるもの
(10) (1) 〜 (6) までの建築物又は工作物の外観における公衆の

関心を引くための形態又は色彩その他の意匠 
・	表示面積 3平方メートルを超えるもの

(11) 木竹の伐採 ・	伐採する面積が 300 平方メートルを超えるもの

届出対象行為となる
開発、建設をする者

担当窓口

事前相談

（事前相談を反映した）行為の届出

景観計画・適合基準への適合審査

指導

指導に
応じない

不適合
適合
例外適合

指導に
応じる

景観形成基準に適合した
計画の変更

適合通知
行為の着手
完了の届出

・ 勧告※  
・ 氏名公表
・ 変更命令（形態意匠に限る）
・ 原状回復、罰則など

勧告等
に従う

景観アドバイザー

部会

必要に応じ
指導に対する意見

必要に応じ意見

必要に応じ支援

景観審議会

※勧告または命令を出す場合は、届出から30日以内に行う。なお、この期間は90日まで延長される場合がある。
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景観形成基準（抜粋）　注意：以下の表では概要を示すために、文言を簡略化している。実際の基準は景観計画本編を参照のこと。

共通

事項

・	宮田村の景観の特徴となっている眺望景観と田園景観の質を高めるため、主要な道や眺望点等からの見通しや見晴らし景観と調和した一
体的な景観の育成に努めること。
・	建築物の建築、工作物の建設等、土地の形質変更等の行為は、景観に与える影響が大きいため、このような行為を行うに当たっては、景
観を阻害しないことはもとより、周辺の基調となる優良な景観に調和し、さらに、良好な景観の創造に資するよう、宮田村景観計画 3章
の全体的な方針にもとづき、区域別の景観形成方針に示す事項を充分配慮したものとすること。
・	景観は村民の共有財産であるため、上記の行為においては近隣村民の理解を得られるような配慮をするよう努めること。

区域 ①山岳・森林
②レクリエーション・

観光・生産
③工場団地 ④町・市街地 ⑤田園

配置 ・	道路側に緑を残せるように 10 メートル以上後退するよう務める。 ・	町並みとしての連続性、
統一性を確保する。

・	農地に点在する場合は道
路側に空地を確保する。

・	敷地内にゆとりのある空間を確保する。 ・	まとまった公共性の高い
空間を生み出す。

・	敷地内にゆとりのある空
間を確保する。

・	地形の高低差を生か
す。りょう線や斜面上
部への配置は避ける。

・	大径木、樹林、樹木や水路がある場合、これを活かす。
・	アルプスや西山などへの眺望を極力阻害しない。

・	太陽光発電設備等を地上に設置する場合は、配置や緑化等の工夫により、周辺の景観との調和を図る。
形態

・

意匠

・	周辺の基調となる景観に調和し、全体としてまとまりのある形態とする。
・	周辺の山並みと調和す
る形態とする。

・	河畔林との見え隠れに配
慮する。

・	周辺の建築物等の形態との調和に努める。 ・	背景の山並み及び田園の
広がりに調和する。

・	屋根は原則としてこう配屋根で、適度な軒の出を有する。
・	周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、その様式を継承し又は取り入れた意匠とする。
・	大規模な平滑面が生じないよう、陰影等壁面の処理に配慮する。
・	周辺の基調となる建築物等に比べて、規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部等の意匠の工夫により圧迫感や威圧感を軽減し、
周辺との調和を図る。
・	河川、鉄道及び道路に面する壁面等は、公共性の高い部分として、デザイン等に配慮する。
・	非常階段、パイプ等付帯設備、屋上設備、付帯の広告物等は、目隠しを設けたり、繁雑な印象を与えないようにする。
・	太陽光発電設備等を建築物に設置する際は、建築物にあわせて周囲との調和を図る。

材料 ・	周辺の景観と調和し、耐久性に優れ、時間の経過とともに風格をともなう材料を用いる。
・	反射光のある素材を極
力使用しない。

・	反射光のある素材を壁面の大部分に使用することは避ける。

・	地域の優れた景観を特徴づける素材を活用する。
敷地

の

緑化

・	敷地境界には樹木等を
活用する。

・	敷地境界には河畔林・緩衝緑地を残し、門、塀等
はセットバックして、周辺の景観と調和させる。

・	敷地境界には樹木等を活用し、門、塀等による場合は、
周辺の景観と調和するよう配慮する。

・	周辺の建築物等に比べて相当大規模な建築物等にあっては、建物まわりの緑化により圧迫感、威圧感を軽減する。
・	駐車場、自転車置場、焼却炉等を設ける場合には、道路等から直接見えにくいように周囲の緑化に努める。
・	使用する樹種は地域の風土にあったものとし、特に道路等の公共空間や周囲の緑化との連続性に配慮する。
・	河川・水路等沿いには、樹木・植栽・花などを活用して、水のある景観に配慮する。

特定外観意匠に関する付加基準 （略）
開発行為等・土砂の採取及び鉱物の採掘・屋外における物件の集積又は貯蔵・木竹の伐採（略）

①

山岳・森林

②
レクリエーション
・観光・生産

③

工場団地

④

町・市街地

⑤

田園

最高高さ 9m 9m 9m 10m 9m
別途協議を
経た場合の
最高高さ

10m
12m
(15m)*

15m 15m
12m
(15m)*

＊宮田村土地利用計画構想図上で工業系地域に指定されている場合

④町・市街地区域 それ以外の①②③⑤の区域

外壁
彩度４以下	 彩度４以下	

N以外で明度８以上の場合は彩度２以下

　推奨値 彩度３以下 彩度３以下

屋根
彩度６以下かつ明度６
以下

彩度６以下かつ明度４以下

　推奨値
彩度６以下かつN以外
は明度４以下

彩度４以下かつ明度４以下

④町・市街地区域 それ以外の①②③⑤

外

壁

屋

根
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サブ区域の景観形成基準　注意：以下の表では概要を示すために、文言を簡略化している。実際の基準は景観計画本編を参照のこと。

サブ区域の考え方 サブ区域については、基本区域の基準を満たした上で、さらにサブ区域の特色を考慮した以下の事項についても配慮する。

⑥景観体験軸・沿道区域
建築物

及び工

作物の

新築、

増築、

改築、

移転又

は外観

の変更

配置 沿道景観の特性にあわせて道路から
適切に後退し、眺望の確保に努める。

地形の変化を感じられるような配置
に努める。

地上での太陽光発電設備などは原則
として設置しない。やむを得ない場
合は道路からできるだけ見えないよ
うに配置等を工夫する。

規模 地形の変化を感じられるよう、地形
に合わせて大規模な建物を分割する
よう努める。

敷地
緑化

沿道全体で統一性、テーマ性のある植
栽・花を道路際に設けるよう努める。

⑦歴史保全区域
配置 建て替える場合には原則として既存建物の配置を踏襲し、町並みの構成を保全する。

地上での太陽光発電設備などは原則として設置しない。やむを得ない場合は道路か
らできるだけ見えないように配置等を工夫する。

規模

形態
　・
意匠

建て替える場合には既存建物の軒高、棟の高さを越える規模とならないよう努める。

屋根形状、棟の向きは集落に残る伝統的な建物に習うよう努める。
長屋門、蔵等の歴史的価値が高い建物はできるだけ保存する。やむをえず建て替え
る場合は、従前の建物の位置、規模、形態意匠を踏襲するよう努める。

材料 既存の伝統的な建物に使われている材料をできるだけ使うよう努める。

色彩
等

色彩に関する基準値は、基本区域で定めるものと同じとする。推奨値として、外壁、
屋根・屋上ともに彩度２以下とする。

緑化 敷地内にある樹林・農地はできるだけ保全するよう努める。

その
他

特定外観意匠は原則として設置しない。機能上必要な場合には色彩を、外壁、屋根・
屋上に対する歴史保全サブ区域に示す基準程度に押さえる。

0 50 100
ｍ

0 50 100
ｍ

0 50 100
ｍ

0 50 100
ｍ
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景観重要建造物の指定の方針

景観重要樹木の指定の方針
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住民・事業者

景観協定を結ぶ主体
景観協議会
景観整備機構

届出対象行為となる
開発・建設をする人

景観重要建造物・
樹木（候補）の管理者

公共施設の
計画・事業主体

景観審議会 担当窓口

・事前相談
・基準適合審査
・助言
・個別協議

宮田村

担当課（建設課）

県・国等

部会

部会

都市計画
審議会

庁内連絡協議会

村内各課・部署

整合・連携

景観アドバイザー


